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(57)【要約】
【課題】記録映像データ再生システムにおいて、簡易な
ハードウェア機構で処理付加も増加させることなく、映
像データに対する付加情報を送受信する。
【解決手段】記録映像データ再生システムは、少なくと
も、映像データを作成する映像データ作成装置と、再生
する映像データ再生装置とを有する。映像データ作成装
置の映像データ符号化部は、撮影した映像データをＪＰ
ＥＧフォーマットにより符号化する。その際に、ＪＰＥ
Ｇフォーマットのアプリケーションマーカに、付加情報
を埋め込むことにより、映像データの各区間をマーキン
グする。映像データ再生装置の映像データ復号化部は、
映像データを復号化して再生する際に、取り出された付
加情報を参照し、マーキングされた映像データ区間を通
常再生し、マーキングされない映像区間をＮ倍速再生（
Ｎは、自然数）する。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像データ作成装置と、映像データ再生装置とを有し、前記映像データ作成装置した映
像データを、前記映像データ再生装置で再生する記録映像データ再生システムにおいて、
　前記映像データ作成装置は、撮影した映像データをＪＰＥＧフォーマットにより符号化
し、前記ＪＰＥＧフォーマットのアプリケーションマーカに、付加情報を埋め込むことに
より、前記映像データの各区間をマーキングし、
　前記映像データ再生装置は、前記映像データを復号化して再生する際に、前記付加情報
を参照して、マーキングされた映像区間を第一の速度により再生し、マーキングされない
映像区間を第二の速度により再生することを特徴とする記録映像データ再生システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録映像データ再生システムに係り、特に、ＪＰＥＧフォーマットの映像を
記録し再生システムであって、データ量を増やすことなく記録データの再生速度の制御を
可変にして、特定の場面の映像を目視確認する用途に用いて好適な記録映像データ再生シ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、監視用に用いられる記録映像データ再生システムにおいては、ユーザが監視目
的で記録された映像データの再生をおこなう場合、映像データ再生装置を使用して外部デ
バイスに再生された映像データを目視により確認することによっておこなう。例えば、特
許文献１には、監視カメラによって取得した映像データを、蓄積配信サーバに記録してお
き、それをＩＰネットワークを介して配信するシステムが開示されている。
【０００３】
　映像の画像フォーマットとしては、例えば、モーションＪＰＥＧ（Motion-JPEG）とい
われる動画の記録方式が用いられる。これは、各フレームごとの映像をＪＰＥＧ圧縮した
ものを連続して記録したものである。
【０００４】
　このときに、再生速度が実時間と同じ時間による再生（等速再生）であると、ユーザの
目視による確認作業に掛かる時間は記録に要した時間と等しくなり、映像データ記録装置
が常時記録（２４時間３６５日記録が継続的におこなわれる）の場合には、確認作業に時
間が掛かりすぎるという問題がある。
【０００５】
　また、映像データ再生装置による外部デバイスヘの映像データの再生の再生速度が短縮
時間による再生（Ｎ倍速再生、Ｎは自然数）の場合には映像データ記録装置が記録に要し
た時間の１／Ｎの時間で確認作業が終了するが、ユーザの目視による確認作業の精度が低
下するために、監視のために必要な情報がユーザに読み取れないことも起こりうる。
【０００６】
　このために、映像データ作成装置から映像データ記録装置に、監視に必要となる特定の
場面をゆっくり再生するなどの制御をするために、映像データに関する付加情報を別に送
信し、その付加情報により映像データ再生装置が映像の再生を制御するシステムが知られ
ている。
【０００７】
　以下、図４を用いて従来技術に係る映像データの付加情報を用いた記録映像データ再生
システムについて説明する。
  図４は、従来技術に係る映像データの付加情報を用いた記録映像データ再生システムの
構成図である。
【０００８】
　この従来技術に係る記録映像データ再生システムは、映像データ作成装置１００、映像
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データ記録装置２００、映像データ再生装置３００からなる。
【０００９】
　映像データ作成装置１００は、カメラデバイスなどの映像データ撮影部１０１により撮
像した映像データを、映像データ符号化部１０２により符号化し、映像データ送信部１０
３により、映像データ記録装置２００に送信する。
【００１０】
　映像データ符号化部１０２では、映像データを、例えば、ＪＰＥＧフォーマットにより
符号化する。
【００１１】
　また、映像データとは別に、付加情報読込部１１１などにより、メモリなどから付加情
報を読込み、付加情報送信部１１２により、映像データ記録装置２００に送信する。
【００１２】
　映像データ記録装置２００では、映像データ受信部２０１により、映像データを受信す
る。受信した映像データは、映像データ書込部２０２により、ハードディスクドライブな
どの映像データ保存部２０３に書き込まれる。
【００１３】
　そして、映像データ読込部２０４は、映像データ保存部２０３に格納された映像データ
を読込み、読み込まれた映像データは、映像データ送信部２０５により、映像データ再生
装置３００に送信される。
【００１４】
　また、この映像データとは別に、映像データ記録装置２００では、付加情報受信部２１
１により、付加情報を受信する。受信した付加情報は、付加情報書込部２１２により、ハ
ードディスクドライブなどの付加情報保存部２１３に書き込まれる。
【００１５】
　そして、付加情報読込部２１４は、付加情報保存部２１３に格納された付加情報を読込
み、読み込まれた付加情報は、付加情報送信部２１５により、映像データ再生装置３００
に送信される。
【００１６】
　映像データ再生装置３００では、映像データ受信部３０１により、映像データを受信し
、受信した映像データを映像データ復号化部３０２により、復号化する。
【００１７】
　また、付加情報受信部３１１により、付加情報を受信する。
【００１８】
　映像データ再生装置３００の映像データ再生部３０３は、映像データを再生する際に、
受信した付加情報を参照して、再生をおこなう。
【００１９】
　この記録映像データ再生システムは、映像データとは別に、付加情報を映像データ作成
装置１００が、映像データ記録装置２００から、映像データ再生装置３００に送り、映像
データ再生装置３００は、その情報を制御情報として参照して、映像データを再生するこ
とに特徴がある。
【００２０】
　ここで、付加情報は、映像データ作成装置での外部センサや内蔵するセンサ情報であり
、特定の場面の映像データを意味付けするものである。例えば、セキュリティシステムの
人体感知センサが、ある時刻からある時刻まで反応しているなどの情報である。
【００２１】
　したがって、映像データ再生装置３００の映像データ再生部３０３は、この付加情報に
より、映像の変換点を知ることができる。そのため、付加情報より変換点を認識するまで
は、スピード再生をおこない、付加情報より変換点を認識したときには、等速再生、ある
いは、それ以上のスロー再生をおこなう。
【００２２】
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　このように、付加情報により、映像データの意味付けをすることにより、全体としての
作業時間をそれほど増加させることなく、監視の必要な場面で注意して観察することによ
り、効率的な映像による監視をおこなうことができる。
【００２３】
【特許文献１】特開２００３－２７４３８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　しかしながら、上記従来技術では、付加情報を処理するためのハードウェア機構が、各
装置で大掛かりなものになるという問題点がある。
【００２５】
　また、映像データ記録装置では、付加情報というリソースを、映像データとは、別途に
保存リソースとして管理しなければならないという問題点がある。
【００２６】
　さらに、各装置で、付加情報を送受信するための処理の負荷も増大するという問題点が
ある。
【００２７】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、その目的は、記録映像データ
再生システムにおいて、簡易なハードウェア機構で処理負荷も増加させることなく、付加
情報を送受信することのできる記録映像データ再生システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　本発明の記録映像データ再生システムの構成は、映像データ作成装置と、映像データ記
録装置と、映像データ再生装置とを有するようにする。映像データ作成装置で作成された
映像データは、いったん、映像データ記録装置に格納され、再生するために、映像データ
再生装置に送られる。
【００２９】
　映像データ作成装置の映像データ符号化部は、撮影した映像データをＪＰＥＧフォーマ
ットにより符号化する。その際に、ＪＰＥＧフォーマットのアプリケーションマーカに、
付加情報を埋め込むことにより、映像データの各区間をマーキングする。これは、監視の
ために特に必要な個所を、注意して見るために、マーキングされた映像をゆっくりと再生
する意図である。
【００３０】
　映像データ再生装置の映像データ復号化部は、映像データを復号化して再生する際に、
映像データ取出部により取り出された付加情報を参照し、マーキングされた映像区間を通
常再生し、マーキングされない映像区間をＮ倍速再生（Ｎは、自然数）する。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、記録映像データ再生システムにおいて、簡易なハードウェア機構で処
理付加も増加させることなく、付加情報を送受信することのできる記録映像データ再生シ
ステムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明に係る一実施形態を、図１ないし図３を用いて説明する。
【００３３】
　先ず、図１を用いて本発明の一実施形態に係る記録映像データ再生システムのシステム
構成について説明する。
  図１は、本発明の一実施形態に係る記録映像データ再生システムのシステム構成図であ
る。
【００３４】
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　本実施形態に係る記録映像データ再生システムは、図１に示されるように、映像データ
作成装置１００、映像データ記録装置２００、映像データ再生装置３００からなる。
【００３５】
　映像データ作成装置１００は、カメラデバイスなどの撮像機器により撮像した映像デー
タを符号化して、映像データ記録装置２００に送信する装置である。
【００３６】
　また、映像データ作成装置１００は、映像データに対する付加情報を映像データ記録装
置２００に送信する機能を有する。
【００３７】
　本実施形態の映像の画像フォーマットとしては、モーションＪＰＥＧを用いるものとす
る。
【００３８】
　映像データと付加情報の詳細については、後に説明する。
【００３９】
　映像データ作成装置１００は、図１に示されるように、映像データ撮影部１０１、映像
データ符号化部１０２、映像データ送信部１０３、付加情報読込部１１１からなる。
【００４０】
　映像データ撮影部１０１は、カメラデバイスなどの外部映像撮影デバイスまたは外部映
像入力された映像を取り込む。
【００４１】
　映像データ符号化部１０２は、映像データ撮影部１０１が撮影した映像データと、付加
情報読込部１１１から送られる付加情報をＪＰＥＧフォーマットのデータに符号化する。
【００４２】
　映像データ送信部１０３は、映像データ符号化部１０２が符号化した映像データを、映
像データ記録装置２００からの要求に従い映像データ記録装置２００に送信する。
【００４３】
　付加情報読込部１１１は、映像データに対する付加情報を読み込んで、映像データ符号
化部１０２に送る。
【００４４】
　映像データ記録装置２００は、映像データ作成装置１００が作成し、送信してくる映像
データを受信し、保存して置き、しかる後に、映像データ再生装置３００に送信するため
の装置である。
【００４５】
　映像データ記録装置２００は、図１に示されるように、映像データ受信部２０１、映像
データ書込部２０２、映像データ保存部２０３、映像データ読込部２０４、映像データ送
信部２０５からなる。
【００４６】
　映像データ受信部２０１は、ユーザ要求または外部定義に従い映像データ作成装置１０
０に対して、映像データを送信するように要求をおこない、その映像データを受信する。
【００４７】
　映像データ書込部２０２は、映像データ受信部２０１が受信した映像データを、映像デ
ータ保存部２０３に書き込む。
【００４８】
　映像データ保存部２０３は、映像データを保存するための補助記憶装置であり、例えば
、ハードディスクドライブ、半導体メモリなどが用いられる。
【００４９】
　映像データ読込部２０４は、映像データ保存部２０３に格納された映像データを読込み
、映像データ送信部２０５に送る。
【００５０】
　映像データ送信部２０５は、映像データ読込部２０４から送られた映像データを、映像



(6) JP 2009-253370 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

データ再生装置３００からの要求に従い映像データ再生装置３００に送信する。
【００５１】
　映像データ再生装置３００は、映像データ記録装置２００から送信されてくる映像デー
タを受信し、再生するための装置である。
【００５２】
　映像データ再生装置３００は、図１に示されるように、映像データ受信部３０１映像デ
ータ復号化部３０２、映像データ再生部３０３、付加情報取出装置３２１からなる。
【００５３】
　映像データ受信部３０１は、ユーザ要求に従い映像データ記録装置２００に対して特定
の映像データを送信するように要求をおこない、送信されてくる映像データを受信する。
【００５４】
　映像データ復号化装置３０２は、映像データ受信部３０１が受信した映像データをＪＰ
ＥＧフォーマットから復号化する。
【００５５】
　映像データ再生部３０３、映像データ復号化部３０２が復号化した映像データを、映像
データの中に埋め込まれた付加情報を参照しながら、モニタなどの外部デバイスに再生す
る。
【００５６】
　付加情報を使用した映像データの再生処理については、後に詳細に説明する。
【００５７】
　付加情報取出部３２１は、映像データの中に埋め込まれた付加情報を取出し、映像デー
タ再生部３０３に渡す。
【００５８】
　本実施形態は、後に詳細に説明するように、映像データの中に付加情報を埋め込んで送
信するものである。そのために、本実施形態のシステム構成では、図４に示した従来技術
の記録映像データ再生システムと比較し、付加情報のみを各装置間で送受信する機構、映
像データ記録装置２００においては、付加情報のみを格納する機構を必要とせず、ハード
ウェアの構成が簡易なものになっていることがわかる。
【００５９】
　すなわち、本実施形態の記録映像データ再生装置システムでは、付加情報を使用しない
記録映像データ再生装置システムに比べて、映像データ作成装置１００の付加情報読込部
１１１と、映像データ再生装置３００の付加情報取出部３２１の追加のみで付加情報の使
用を可能としている。
【００６０】
　次に、図２および図３を用いて本発明の一実施形態に係る記録映像データ再生システム
の映像データの再生方法と、映像データのデータ構造について説明する。
  図２は、付加情報付き映像データの再生方法を説明する図である。
  図３は、付加情報付き映像データのフォーマットとして用いられるＪＰＥＧフォーマッ
トを説明する図である。
【００６１】
　本実施形態に用いられる付加情報付き映像データでは、ある映像の場面をマーキングし
て、マーキングされた部分の再生速度を、マーキングされていない部分とは別の速度によ
り再生できるようにしたものである。
【００６２】
　例えば、セキュリティシステム場合には、人体感知センサが、ある時刻からある時刻ま
で反応している部分の映像データをマーキングする。
【００６３】
　そして、マーキングされていない映像データに対しては、スピード再生をおこない、マ
ーキング再生されている映像データに対しては、等速再生、あるいは、それ以上のスロー
再生をおこなうものである。
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【００６４】
　ここで、図２（ｂ）に示されるように、映像データ２０を全区間にわたり等速再生をお
こなった場合に掛かる再生の所要時間がＴになるものとする。
【００６５】
　この映像データデータに対して、図２（ａ）に示されるように、５０％がマーキング情
報のある映像データ区間であり、マーキング情報のある映像データ区間は、全体の１／４
に相当する連続した区間が映像区間１０ｂ，１０ｄとして、二箇所あるようにマーキング
するものとする。このときに、マーキング情報のある映像データ区間１０ｂ，１０ｄを等
速再生、マーキング情報の無い映像データ区間１０ａ，１０ｂをＮ倍速再生（Ｎは、自然
数）したときに、上記の所要時間Ｔを使用して（Ｔ／２＋Ｔ／２Ｎ）と表現可能であり、
Ｔに対して（５０％＜Ｔ≦１００％）の範囲になる。
【００６６】
　Ｎが２である（マーキングなし映像データ区間を２倍速で再生）とすれば、映像区間１
０に示す再生に掛かる時間は３Ｔ／４になる。したがって、映像区間２０に示す再生に掛
かる所要時間に比べて２５％ほど、ユーザの目視による確認作業に掛かる作業時間の短縮
が可能になる。
【００６７】
　本実施形態では、以上のように映像データをマーキングするため、ＪＰＥＧファイルの
特殊な構造を用いる。
【００６８】
　ＪＰＥＧファイルフォーマットは、図３に示されるように、マーカと呼ばれる区切り子
で区切られたフォーマットを有し、必ず先頭にＳＯＩ（Start of Image）マーカＦＦＤ８
(１６進数表示、以下同じ)と末尾にＥＯＩ（End of Image）マーカＦＦＤ９を有する。マ
ーカのうちＦＦＥ０～ＦＦＥＦまでの範囲はアプリケーションマーカ（ＡＰＰマーカ）と
呼ばれてＪＰＥＧの復号化処理には無関係に、それぞれのアプリケーションが自由使うこ
とのできる領域として定められている。
【００６９】
　したがって、ＪＰＥＧデータ３０に対して、本実施形態の記録映像データ再生システム
では、このアプリケーションマーカ領域を使用してＪＰＥＧフォーマットに、マーキング
のための付加情報を書き込むものとする。
【００７０】
　付加情報は、映像データ作成装置１００の外部センサや内蔵するセンサ情報であったり
、再生速度であってもよい。
【００７１】
　また、以上の説明では、マーキングのない映像データ区間は、Ｎ倍速としたが、必ずし
も、整数倍にかかわらず、１．５倍速などの再生速度であってもよい。マーキングのある
映像データ区間は、等速再生よりももっとゆっくりと再生（例えば、０．８倍速再生）す
るようにしてもよい。
【００７２】
　このように、ＪＰＥＧのフォーマットのアプリケーションマーカに、映像データに対す
る付加情報を書き込むことにより、ＪＰＥＧフォーマットの汎用性を損なうことなく付加
情報の送受信が可能となる。したがって、上記のように、各装置がハードウェアを簡易化
できることに加えて、付加情報をＪＰＥＧフォーマット内へのマーキング情報として取り
込んでいるので、送受信データ量の増加を最小限とすることを可能にしている。
【００７３】
　以上説明したように、本実施形態の記録映像データ再生システムでは、従来技術の付加
情報を使用した記録映像データ再生システムと比較して、大幅なハードウェアの簡易化が
可能となり、送受信のデータ量も削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
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【図１】本発明の一実施形態に係る記録映像データ再生システムのシステム構成図である
。
【図２】付加情報付き映像データの再生方法を説明する図である。
【図３】付加情報付き映像データのフォーマットとして用いられるＪＰＥＧフォーマット
を説明する図である。
【図４】従来技術に係る映像データの付加情報を用いた記録映像データ再生システムの構
成図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】
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